
表彰・認定を受けている（登録している）市内事業所 

習志野市子育て支援先端企業認証制度 

習志野市こども部こども政策課 習志野市鷺沼2-1-1         ☎047-453-7397 
 

えるぼし・プラチナえるぼし くるみん・プラチナくるみん トモニン 

千葉労働局雇用環境・均等室 千葉市中央区中央4-11-1千葉第2地方合同庁舎   ☎043-221-2307  
 

“社員いきいき！元気な会社”宣言企業 

千葉県商工労働部雇用労働課働き方改革推進班 千葉市中央区市場町1-1    ☎043-223-2743  
 

千葉県男女共同参画推進事業所表彰 

千葉県総合企画部男女共同参画課事業推進班 千葉市中央区市場町1-1     ☎043-223-2379  

各制度 問い合せ先一覧 

令和3年3月発行：習志野市男女共同参画センター(ステップならしの) 協力：習志野商工会議所 

＊50音順 掲載情報は令和2年12月9日時点 

アシザワ・ファインテック株式会社  
微粉砕・分散機 

茜浜1-4-2 

有限会社 泰和建装 
警備業 

津田沼3-16-13  

松樹印刷 有限会社 
印刷業 

鷺沼1-15-16 
千葉県男女共同参画 

推進事業所表彰 

株式会社 アルファテクノ         
パソコン修理業 

茜浜2-6-2 

高橋電設運送 株式会社 
運輸業 

東習志野5-16-11 

株式会社 丸山工務店 
建築基礎土木 

茜浜1-13-6 

大原簿記法律専門学校津田沼校 
専門学校 

津田沼1-1-1 

一般社団法人たからばこ 
放課後等デイサービス 

実籾2-35-3 

株式会社 ミヤコシ 
製造業 

津田沼1-13-5 

株式会社 京葉都市イマジン 
不動産業 

実籾1-2-18 

テックプロジェクトサービス株式会社 
建設業 

茜浜2-8-1 

麺処 力丸 板垣智博 
飲食業（ラーメン店） 

実籾1-2-15 興和実籾ビル1Ｆ 

株式会社 京葉都市生活サービス 
管工事業 

鷺沼台1-8-4 

東洋エンジニアリング株式会社 
総合エンジニアリング事業 

茜浜2-8-1 

柳澤運送 有限会社 
道路貨物運送業 

東習志野6-13-16 

広栄化学工業 株式会社 
製造業 

東習志野6－16－11 

公益社団法人習志野市シルバー人材センター 
高齢者生きがい就業の確保・提供 

屋敷4-6-6 東部保健福祉センター1階 

有限会社 柳澤自動車工業所 
自動車の鈑金・塗装 

東習志野6-15-21 千葉県男女共同参画 

推進事業所表彰 

習志野商工会議所 
会員事業所への経営支援、検定試験の実施 

津田沼4-11-14 

株式会社 ヤマプラス千葉 
インテリア卸売業 

東習志野1-4-29 

コンピューター・システム・エコー株式会社 
システム開発 

谷津1-11-11 
ウィステリアビル津田沼2階 

日通千葉貨物運送株式会社茜浜事業所 
運輸業 

茜浜3-7-1 

株式会社 YOU-TOWN 
自動車洗車・清掃・コーティング 

実籾1-27-27 

有限会社 さくら 
針灸、あんま、マッサージ治療院 

大久保3-15-1さくらビル2階 

医療法人社団小羊会 
医療・福祉 

東習志野3-1-22 

株式会社 パル・ミート 
畜産加工製造業 

実籾2-36-10 

株式会社 レカムサービス 
ドコモショップ津田沼店 

谷津7-8-1 アーバンビル1階 
千葉県男女共同参画 

推進事業所表彰 

株式会社スマイルケア 
通所介護事業 

鷺沼台3-14-15 

本田土木工業 株式会社 
土木工事業 

袖ケ浦1-10-11 

会社の魅力が大幅アップ！ 

そんな表彰・認定・登録制度があります。 

千葉県男女共同参画推進事業所表彰 

表彰制度 

        
       女性活躍推進法に基づく認定制度 

        えるぼし 

        プラチナえるぼし 

 

 

 

 

 
        次世代育成支援法に基づく認定制度 

        くるみん 

        プラチナくるみん 

 

 

       習志野市子育て支援 

       先端企業認証制度 

認定制度 

                         

        仕事と介護の両立両立支援 

       トモニン 

 

 

       “社員いきいき！ 

       元気な会社“宣言企業  

 

登録制度 

詳しくは中面をご覧ください   

あなたの会社の魅力を『見える化』する表彰・認定・ 

登録制度を活用してみませんか？ 



いろいろあります～貴社が輝く各種制度～ 

認定制度 

女性活躍推進法に基づく認定制度 

えるぼし 

プラチナえるぼし 
 

 

 

 

一般事業主行動計画を策定・届出を行っ

た企業のうち、女性の活躍に関する取り

組みの実施状況が優良な企業に対して認

定されます。より高い水準の取り組みを

行うと「プラチナえるぼし」が付与され

ます。 

次世代育成支援法に基づく認定制度 

くるみん 

プラチナくるみん 
 

 

 

 

「子育てサポート企業」として認定を受

けた企業はイメージアップ、優秀な人材

獲得することができます。より高い水準

の取り組みを行うと「プラチナくるみ

ん」が付与されます。 

 

仕事と介護の両立支援 

トモニン 

 
 

 

 

 

仕事と介護の両立に積極的に取り組む企

業であることをアピールできます。「両

立 支 援 の ひ ろ ば」の ホ ー ム ペ ー ジ

（https://ryouritsu.mhlw.go.jp）に 仕

事と介護に関する取り組みを登録すると

シンボルマークを商品や広告、名刺、求

人票等に使用することができます。 

 

“社員いきいき！元気な 

会社”宣言企業 
 

 

 

 

 

登録ロゴマーク（チーバくん）をホーム

ページやパンフレット、名刺等に使用す

ることができ、ワーク・ライフ・バラン

スに力をいれている企業としてアピール

できます。千葉県ホームページで社名と

取り組みをPRできます。 

 

習志野市子育て支援 

先端企業認証制度 
 

 

 

 

 

仕事と子育てが両立しやすい職場環境づ

くりに積極的に取り組んでいる企業を市

が認証する制度です。認証を受けた企業

は市のホームページに掲載され、仕事と

子育てが両立しやすい企業であることを

対外的にアピールできます。  

 

千葉県男女共同参画 

推進事業所表彰 

 

 

千葉県では労働の場における男女共同参

画の取り組みを促進するため、女性の登

用・職域拡大や仕事と生活の両立支援に

積極的に取り組んでいる県内の事業所を

表彰しています。 

 

【過去受賞企業一覧】 

千葉県ホームページから 

過去の受賞事業所一覧を 

確認できます。 

https://bit.ly/2OCB5FL  https://bit.ly/3rE8s9J  https://bit.ly/38qpCQE  

認定制度 

認定制度 表彰制度 

https://bit.ly/3cpmqG4  https://bit.ly/3rBguAo  https://bit.ly/2OkX5Fm  

Ｔｏｐｉｃｓ １ 

 

女性活躍推進法に基づく認定制度 

プラチナえるぼしが新設されました 

認定制度 

令和2年6月に改正女性活躍推進法が施行され、新たに「プラチナえるぼし」認定

が創設されました。 

従来より、女性の活躍推進に関する取組の実施状況が優良である等の要件を満た

した場合に、えるぼし認定を取得することができました。 

「プラチナえるぼし」はえるぼしを取得した事業主のうち、計画の目標達成や取

組の実施状況が特に優良であると認められた事業主が取得することができます。 

また、認定を受けた事業所は一般事業主行動計画の策定届出が免除されます。 
  

事業主行動計画策定指針に即して適切な一般事業

主行動計画を策定し、当該行動計画に定めた目標

を達成したこと。 

男女雇用機会均等推進者、職業家庭両立推進者を

選任し、その選任状況を「女性の活躍推進企業

データベース」に毎年公表していること。 

「女性の職業生活における活躍の状況に関する実

績に係る基準」の5つの項目すべて（*１）を満た

し、その実績を「女性の活躍推進企業データベー

ス」に毎年公表していること。 

女性活躍推進法に基づく情報公表項目（社内制度

の概要を除く。）のうち、8項目以上を毎年「女

性の活躍推進企業データベース」に公表している

こと。 

*1 「採用」「継続就業」「労働時間等の働き方」「管理職比率」

「多様なキャリアコース」の5つの評価項目があります。詳しくは厚

生労働省ホームページをご参照ください。 

プラチナえるぼし認定の主な基準 

https://bit.ly/3vw4Edd 

登録制度 

登録制度 

*各種制度内容は変更となる場合がございます。 

最新の情報をホームページでご確認ください。 取得のメリットさまざま 

会社の対外的な信用力の向上 １ 

優秀な人材の獲得・定着、社員の意欲の向上 ２ 

３ 公的支援を受けやすく(助成金、低利融資など) 

厚生労働省の取り組み 

●各府省等は、ワーク・ライフ・バランス等を推進する 

 企業を積極的に評価し、これらの企業の受注機会の増 

 大を図る取り組みを行っております。 

 例えば、公共調達の際に、えるぼしやくるみんを取得 

 している事業主を加点評価する項目を設定することと 

 しています。 

●日本政策金融公庫の「働き方改革推進支援資金（企業 

 活力強化貸付）」を通常より低金利で利用することが 

 できます。 

認定や表彰を受けた事業主は、認定マークや登録ロゴ

マークを商品や広告、名刺、求人票などに付けることが

できます。 

認定等を取得したことをアピールすることで、企業イ

メージの向上などにつながることが期待できます。 

また、メディア等で優良企業として掲載される機会が増

え、顧客や地域への社会的信用と評価が上がります。 

学生や求職者にとって、認定・登録のロゴマークは事業

所の人材に対する考え方を知る大きな手掛かりとなりま

す。対外的にアピールする機会が醸成されるとともに、

優秀な人材確保につなげることができます。 

また社員やその家族、広く市民にも安心して働ける職場

であることが理解され、社員が誇りをもって仕事に取り

組むことができるので、生産性の向上や人材の定着が期

待できます。 

制度の中には助成金や奨励金、金利割引、公共調達にお

ける優遇措置を受けることができるものがあります。 

Ｔｏｐｉｃｓ ２ 

従来「常時雇用する労働者301人以上の事業主」とされていた一般

事業主行動計画の策定義務が「常時雇用する労働者101人以上の事

業主」（令和4年4月1日以降）にも義務化されます。 

今、認定を取得する企業が増えています。一般事業主行動計画の策

定を機に、認定や登録制度を活用してみてはいかがでしょうか。 

 ●えるぼし 1,236社（令和3年1月末時点）*1 

 ●くるみん 5,393社（令和3年1月末時点）*1 

 ●“社員いきいき！元気な会社”宣言企業 *２ 

    907社（令和2年12月末時点） 

令和4年4月1日より労働者数101人以上、300人以下の 

事業主も一般事業主行動計画の策定届出が義務化されます。 

評価 

項目例 
設定の区分 

総配点に占める割合  

配点例  

12％の 
場合 

10％の 
場合 

7％の 
場合 

5％の 
場合 

プラチナえるぼし 12 10 7 5 ワーク・ 

ライフ・ 

バランス 

等の推進 

に関する 

指標 

えるぼし3段階目 10 8 6 4 

えるぼし2段階目 8 7 5 3 

えるぼし1段階目 5 4 3 2 

一般事業主行動計画 2 2 1 1 

プラチナくるみん 9 8 5 4 

くるみん 7 5 4 3 

公共調達における優遇措置（内閣府が示している参考配点例） 

＊厚生労働省「次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん」認

定企業一覧」及び「女性活躍推進法に基づく認定状況」を基に作成 

＊１ 厚生労働省ホームページ参照 

＊２ 千葉県ホームページ参照 

https://bit.ly/2OCB5FL
https://bit.ly/3rE8s9J
https://bit.ly/38qpCQE
https://bit.ly/3cpmqG4
https://bit.ly/3rBguAo
https://bit.ly/2OkX5Fm

